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御
食
を
得
る
天
皇

─
角
鹿
の
入
鹿
魚
と
応
神
と
─

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

森
　
陽
香

一
、
は
じ
め
に

　

本
論
は
、
神
功
皇
后
の
胎
中
に
お
い
て
新
羅
国
を
得
、
竺
紫
国
に
あ
れ
坐
し
た
応
神
天
皇
が
、
忍
熊
王
の
反
乱
後
、
角
鹿
の
地
に
赴
い
た
こ
と

を
伝
え
る
、『
古
事
記
』
の
記
事
を
考
察
対
象
と
す
る
。

故
、
建
内
宿
禰
命
、
其
の
太
子
を
率
て
、
禊
せ
む
と
為
て
、
淡
海
と
若
狭
と
の
国
を
経
歴
し
時
に
、
高
志
前
の
角
鹿
に
仮
宮
を
造
り
て
、
坐

せ
き
。
爾
く
し
て
、
其
地
に
坐
す
伊
奢
沙
和
気
大
神
之
命
、
夜
の
夢
に
見
え
て
云
ひ
し
く
、「
吾
が
名
を
以
て
、
御
子
の
御
名
に
易
へ
む
と
欲

ふ
（
以
吾
名
、
欲
易
御
子
之
御
名
）」
と
い
ひ
き
。
爾
く
し
て
、
言
禱
き
て
白
し
し
く
、「
恐
し
。
命
の
随
に
易
へ
奉
ら
む
（
随
命
易
奉
）」
と

ま
を
し
き
。
亦
、
其
の
神
の
詔
ひ
し
く
、「
明
日
の
旦
に
、
浜
に
幸
す
べ
し
。
名
を
易
ふ
る
幣
を
献
ら
む
（
献
易
名
之
幣
）」
と
の
り
た
ま
ひ

き
。
故
、
其
の
旦
に
浜
に
幸
行
し
し
時
に
、
鼻
を
毀
て
る
入
鹿
魚
、
既
に
一
浦
に
依
り
き
。
是
に
、
御
子
、
神
に
白
さ
し
め
て
云
ひ
し
く
、

「
我
に
御
食
の
魚
を
給
へ
り
」
と
い
ひ
き
。
故
、
亦
、
其
の
御
名
を
称
へ
て
御
食
津
大
神
と
号
け
き
。
故
、
今
に
気
比
大
神
と
謂
ふ
。
亦
、

其
の
入
鹿
魚
の
鼻
の
血
、
臰
し
。
故
、
其
の
浦
を
号
け
て
血
浦
と
謂
ひ
き
。
今
は
都
奴
賀
と
謂
ふ
。（
仲
哀
記
）（
以
下
、
こ
れ
を
「
当
該
伝
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承
」
と
す
る
。）

　

従
来
説
は
多
く
、
当
該
伝
承
の
「
易
名
」
と
い
う
行
為
に
着
目
し
、
そ
の
意
義
を
、
成
人
式
で
あ
る
と
か
、

太
子
が
ミ
ソ
ギ
を
行
い
名
前
を
い
た
だ
く
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
成
年
式
に
お
け
る
一
連
の
儀
礼
で
あ
り
、
上
記
の
説
話
が
本
来
語
ら
ん
と
し

た
重
要
な
部
分
で
あ
っ
た
。（
塚
口
義
信）

1
（

）

ト
コ
ヨ
か
ら
喪
船
で
渡
っ
て
来
た
皇
子
が
ミ
ソ
ギ
を
し
て
こ
の
世
に
再
生
し
、
イ
ザ
サ
ワ
ケ
ノ
大
神
の
社
前
で
神
の
名
を
自
分
の
名
と
し
た

と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
も
典
型
的
な
成
人
式
の
儀
礼
（
三
品
彰
英）

2
（

）

実
は
太
子
は
ナ
の
両
義
性
、
名ナ

と
魚ナ

の
変
換
関
係
を
は
っ
き
り
よ
み
と
い
た
と
し
て
差
支
え
な
く
、
そ
の
こ
と
自
体
、
太
子
の
成
年
へ
の
到

達
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。（
阪
下
圭
八）

3
（

）（
他）

4
（

）

あ
る
い
は
、
角
鹿
の
神
の
服
従
を
語
る
も
の
で
あ
る
、
と
解
し
て
き
た
。

神
が
自
分
の
名
を
太
子
に
差
し
上
げ
る
と
い
う
こ
と
。
服
従
帰
属
儀
礼
の
申
立
て
を
意
味
し
、
太
子
が
こ
れ
を
嘉
納
し
自
分
の
名
を
神
に
与

え
て
服
属
は
完
了
す
る
。（
西
宮
一
民）

5
（

）

今
ま
で
の
角
鹿
の
独
立
勢
力
と
し
て
の
名
を
棄
て
て
、
中
央
の
大
和
政
権
か
ら
新
し
く
名
を
頂
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
取
り
も
直

さ
ず
、
角
鹿
の
大
和
に
対
す
る
服
従
の
表
明
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。（
青
木
紀
元）

6
（

）

イ
ザ
サ
ワ
ケ
の
大
神
が
自
ら
の
名
を
太
子
に
献
上
す
る
こ
と
で
、
服
属
の
意
思
を
示
し
た
の
で
あ
る
。（
藤
澤
友
祥）

7
（

）（
他）

8
（

）

し
か
し
、
当
該
伝
承
は
「
易
名
」
と
い
う
行
為
の
前
後
で
大
神
と
太
子
の
名
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
明
記
せ
ず
、「
易

名
」
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
次
の
四
説
が
並
立
し
て
い
る
。

ア
）
大
神
と
太
子
と
が
互
い
に
名
前
を
交
換
し
た
と
す
る
説　

大
神
に
は
御
食
津
大
神
の
神
号
を
奉
り
、
太
子
は
神
名
を
取
つ
て
伊
奢
沙
別
命
と
名
乗
り
給
う
た
の
で
、
神
も
太
子
も
共
に
御
名
を
改
め
ら

れ
た
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
る
。（
次
田
潤）

9
（

）

神
が
自
分
の
名
を
太
子
に
差
し
上
げ
る
と
い
う
こ
と
。（
略
）
太
子
が
こ
れ
を
嘉
納
し
自
分
の
名
を
神
に
与
え
て
服
属
は
完
了
す
る
。（
西
宮
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一
民
、
前
掲
書
注
５
）（
他）

10
（

）

イ
）「
名な

」
と
「
魚な

」
を
交
換
し
た
と
す
る
説

ナ
と
ナ
を
易
え
た
い
と
神
が
い
う
の
で
、
名
と
名
を
易
え
る
意
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
実
は
魚ナ

と
名ナ

を
易
え
る
こ
と
だ
っ
た
、
と
要
約
で
き

る
当
面
の
話
の
お
も
し
ろ
さ
（
阪
下
圭
八
、
前
掲
論
注
３）

11
（

）

ウ
）
大
神
が
太
子
の
名
を
貰
っ
た
と
す
る
説

吾
ガ
名
を
更カ

ヘ

て
、
御
子
の
御
名
を
賜
は
り
て
、
吾
ガ
名
に
せ
ま
ほ
し
と
な
り
、
易カ

フ
ル

は
、
吾
ガ
名
を
更カ

フ

る
に
て
互タ

ガ
ヒ

に
相ア

ヒ
カ
ヘ易

む
と
に
は
非
ず
、

（
略
）
御
子
の
御
名
を
易カ

ヘ

む
と
云
意
は
無
し
、（
宣
長
『
古
事
記
伝
』）

ど
こ
ま
で
も
、
大
神
が
そ
の
名
を
易
え
る
の
で
あ
っ
て
、
御
子
が
そ
の
名
を
易
え
る
こ
と
は
述
べ
て
い
な
い
。（
青
木
紀
元
、
前
掲
論
注
６
）

（
他）

12
（

）

エ
）
太
子
が
大
神
の
名
を
貰
っ
た
と
す
る
説
（「
以
吾
名
、
欲
易
御
子
之
御
名
」
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
）

神
が
太
子
の
名
を
貰
う
と
い
う
こ
と
は
お
か
し
な
こ
と
で
、
こ
こ
は
「
私
の
名
を
あ
な
た
に
差
上
げ
て
、
あ
な
た
の
名
と
し
た
い
。」
の
意

に
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。（
倉
野
憲
司）

13
（

）

神
の
名
を
も
っ
て
太
子
が
自
分
の
名
に
替
え
る
こ
と
。
初
め
「
大
鞆
和
気
命
」
の
名
で
登
場
し
た
が
、
後
に
「
品
陀
和
気
命
」
と
呼
ば
れ
る

の
を
、
替
え
た
結
果
と
み
る
の
が
一
案
だ
が
、
神
の
名
と
一
致
せ
ず
疑
問
が
残
る
。
太
子
が
「
伊
奢
沙
和
気
命
」
と
い
う
名
に
な
っ
た
と
み

る
の
が
わ
か
り
や
す
い
が
、
そ
れ
を
明
示
す
る
記
述
は
な
い
。（
略
、
神
が
「
御
食
津
大
神
」
と
号
け
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
）
イ
ザ
サ
ワ

ケ
と
い
う
元
来
の
名
が
替
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。（
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光）

14
（

）（
他）

15
（

）

当
該
伝
承
の
意
義
を
成
人
式
で
あ
る
と
説
く
上
掲
諸
説
を
、「
易
名
」
の
解
釈
ア
〜
エ
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
塚
口
・
倉
塚
・
尾
崎
・
前
川
は
エ

説
、
三
品
・
岡
田
・
伊
野
部
は
ア
説
、
阪
下
は
イ
説
に
該
当
し
、
角
鹿
の
神
の
服
従
と
説
く
西
宮
は
ア
説
、
青
木
は
ウ
説
、
伊
東
・
藤
澤
は
エ
説

で
あ
る
。「
易
名
」
と
い
う
行
為
の
具
体
的
な
理
解
に
つ
い
て
は
全
く
統
一
を
見
な
い
諸
説
が
、
成
人
式
あ
る
い
は
服
従
の
儀
礼
で
あ
る
と
説
く

点
で
は
見
解
を
一
致
さ
せ
て
い
て
、
互
い
の
論
考
の
関
係
性
や
読
解
の
正
当
性
に
疑
問
を
覚
え
る
。
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当
該
伝
承
に
関
連
す
る
記
録
は
、『
日
本
書
紀
』（「
応
神
即
位
前
紀
」）
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
に
云
は
く
、
初
め
天
皇
、
太
子
と
為
り
て
、
越
国
に
行
し
て
、
角
鹿
の
笥
飯
大
神
を
拝
祭
み
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
時
に
、
大
神
と
太
子
と
名

を
相
易
へ
た
ま
ふ
（
時
大
神
与
太
子
名
相
易
）。
故
、
大
神
を
号
け
て
去
来
紗
別
神
と
曰
し
、
太
子
の
名
は
誉
田
別
尊
と
ま
を
す
と
い
ふ
。
然

ら
ば
大
神
の
本
名
は
誉
田
別
神
、
太
子
の
元
名
は
去
来
紗
別
尊
と
謂
す
べ
し
。
然
れ
ど
も
見
ゆ
る
こ
と
無
く
、
未
だ
詳
か
な
ら
ず
。

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
相
易
」
と
い
う
表
現
は
、
他
に
次
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。

　
「
各
さ
ち
を
相
易
へ
て
用
ゐ
む
と
欲
ふ
（
各
相
易
佐
知
欲
用
）」（「
神
代
記
」）

　
「
我
が
貢
物
を
奪
ひ
、
因
り
て
己
が
国
の
貢
物
と
為
し
、
新
羅
の
賤
し
き
物
を
以
ち
て
相
易
へ
て
、
臣
が
国
の
貢
物
と
為
せ
り
（
以
新
羅

賤
物
相
易
為
臣
国
之
貢
物
）」（「
神
功
皇
后
紀
」
摂
政
四
十
七
年
）

　
「
以
為
ふ
に
、
其
の
鳥
の
名
を
取
り
、
各
相
易
へ
て
子
に
名
け
て
（
各
相
易
名
子
）、
後
葉
の
契
と
せ
む
」（「
仁
徳
紀
」
元
年
）

　
「
神
代
記
」
の
例
は
兄
弟
の
海
幸
・
山
幸
を
取
り
換
え
る
意
、「
神
功
皇
后
紀
」
の
例
は
新
羅
の
貢
物
と
百
済
の
貢
物
を
す
り
替
え
る
意
、「
仁

徳
紀
」
の
例
は
、
応
神
天
皇
が
武
内
宿
禰
の
子
の
産
屋
に
飛
び
込
ん
で
き
た
鳥
の
名
を
、
逆
に
武
内
宿
禰
は
応
神
天
皇
の
子
の
産
屋
に
飛
び
込
ん

で
き
た
鳥
の
名
を
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
子
に
名
付
け
る
、
と
い
う
内
容
で
、
い
ず
れ
も
「
相
易
」
の
語
は
「
交
換
す
る
」
意
味
を
示
し
て
い
る
。

角
鹿
の
伝
承
を
記
し
た
「
応
神
即
位
前
紀
」
の
筆
録
者
に
と
っ
て
も
、「
相
易
」
の
表
現
は
、
こ
れ
ら
の
例
と
同
様
に
「
交
換
」
の
義
に
理
解
す

る
こ
と
が
自
然
で
あ
っ
た
と
見
え
る
。
し
か
し
「
然
ら
ば
大
神
の
本
名
は
誉
田
別
神
、
太
子
の
元
名
は
去
来
紗
別
尊
」
で
あ
る
と
い
う
筆
録
者
の

推
測
を
裏
付
け
る
記
録
が
他
に
見
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、「
未
詳
」
と
筆
を
擱
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
応
神
即
位
前
紀
」
と
当
該
伝
承
（
仲

哀
記
）
の
他
に
、
角
鹿
の
神
と
太
子
と
の
交
流
を
伝
え
る
上
代
の
記
録
は
無
い
。「
仲
哀
記
」
の
当
該
伝
承
は
、「
応
神
即
位
前
紀
」
に
照
ら
し
て

も
「
未
詳
」
と
さ
れ
、
他
に
参
照
す
べ
き
資
料
を
持
た
な
い
以
上
、『
古
事
記
』
内
部
か
ら
解
釈
の
可
能
性
を
見
定
め
て
ゆ
く
よ
り
他
に
、
考
察

の
手
立
て
を
持
た
な
い
も
の
と
見
る
。
そ
こ
で
本
論
は
以
下
、
当
該
伝
承
の
表
現
を
検
討
し
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
当
該
伝
承
の
意
味
や
位
置

づ
け
を
再
考
す
る
。
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二
、　「
易
名
」
の
こ
と

　

上
述
し
た
よ
う
に
、
当
該
伝
承
は
、
大
神
の
「
以
吾
名
、
欲
易
御
子
之
御
名
」
と
い
う
申
し
出
を
、
太
子
の
側
が
「
随
命
易
奉
」
と
受
諾
し
た

こ
と
を
伝
え
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
両
者
の
名
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
明
示
し
な
い
。
当
該
伝
承
の
記
す
固
有
名
は
、
角
鹿
の
神
の

「
伊
奢
沙
和
気
大
神
」
と
い
う
名
の
み
で
あ
り
、
応
神
の
持
つ
二
つ
の
名
（
大
鞆
和
気
命
・
品
陀
和
気
命
）
は
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ

て
ま
ず
は
、
こ
の
「
伊
奢
沙
和
気
大
神
」
と
い
う
名
を
、
考
察
の
手
掛
か
り
と
す
る
。

『
古
事
記
』
に
お
い
て
、「
イ
ザ
」
の
名
を
持
つ
神
名
・
人
名
を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

伊
耶
那
岐　

伊
耶
那
美　

伊
耶
能
真
若
命
（
崇
神
天
皇
と
御
真
津
比
売
命
の
間
の
子
）　

伊
奢
之
真
若
命
（
応
神
天
皇
と
高
木
之
入
日
売
の

間
の
子
）　

伊
奢
能
麻
和
迦
王
（
応
神
天
皇
と
葛
城
野
伊
呂
売
の
間
の
子
）　

伊
耶
本
和
気
命
（
王
）・
伊
弉
本
別
王
（
履
中
天
皇
）

伊
奢
沙
和
気
大
神
と
同
じ
「
伊
奢
」
の
表
記
を
持
つ
者
は
、
伊
奢
之
真
若
命
と
伊
奢
能
麻
和
迦
王
と
い
う
、
応
神
の
子
に
限
ら
れ
て
い
る
。『
古

事
記
』
は
、
神
名
・
人
名
以
外
に
「
イ
ザ
」
の
音
仮
名
と
し
て
も
「
伊
耶
」「
伊
奢
」
の
両
方
を
用
い
て
い
る
の
で）

16
（

、
伊
奢
沙
和
気
大
神
・
伊
奢

之
真
若
命
・
伊
奢
能
麻
和
迦
王
の
三
者
の
み
に
特
定
の
連
関
が
あ
る
と
は
即
断
出
来
な
い
が
、
伊
奢
沙
和
気
大
神
と
交
渉
を
持
っ
た
応
神
の
子
に

限
っ
て
「
伊
奢
」
の
名
を
持
つ
こ
と
は
、
注
意
し
て
よ
い
。
ま
た
、
伊
奢
沙
和
気
大
神
の
持
つ
「
ワ
ケ
」
の
号
は
、
神
名
・
人
名
の
両
方
に
広
く

用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
人
名
に
付
さ
れ
た
「
ワ
ケ
」
は
「
和
気
」
も
し
く
は
「
別
」
の
表
記
で
書
か
れ
る）

17
（

の
に

対
し
、
神
名
に
付
く
時
は
、
伊
奢
沙
和
気
大
神
を
除
い
て
す
べ
て
「
別
」
字
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。

淡
道
之
穂
之
狭
別　

建
依
別　

天
之
忍
許
呂
別　

白
日
別　

豊
日
別　

建
日
向
日
豊
久
士
比
泥
別　

建
日
別　

天
御
虚
空
豊
秋
津
根
別　

建

日
方
別　

大
多
麻
流
別　

大
戸
日
別
神　

風
木
津
別
之
忍
男
神　

天
石
門
（
戸
）
別
神

す
る
と
「
伊
奢
沙
和
気
」
の
表
記
は
、
神
名
と
し
て
は
孤
例
だ
が
、
そ
れ
が
「
伊
奢
沙
和
気
王
」「
伊
奢
沙
和
気
命
」
等
、
天
皇
や
皇
族
の
名
と

し
て
書
か
れ
て
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
般
的
な
表
記
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
資
料
に

乏
し
く
推
測
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
が
、「
伊
奢
沙
和
気
」
の
名
が
、
大
神
だ
け
で
な
く
、
応
神
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
も
確
か
に
あ
っ
た
可
能
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性
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
角
鹿
の
大
神
が
、「
伊
奢
沙
和
気
」
と
い
う
、
神
名
と
し
て
は
特
殊
な
表
記
で
あ
り
応

神
の
皇
子
と
の
関
連
も
予
想
し
得
る
名
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
神
と
応
神
と
が
、
角
鹿
の
地
で
名
に
つ
い
て
何
ら
か
の
交
流
を
持
っ
た
こ

と
を
、
微
か
な
が
ら
証
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　

で
は
、
大
神
と
太
子
の
名
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
該
伝
承
は
、
大
神
も
し
く
は
太
子
の
「
名
」
に
対
す
る
動

作
を
、
三
か
所
の
「
易
」
字
（
ⅰ
〜
ⅲ
）
に
よ
っ
て
表
し
て
い
る
。

ⅰ
）
吾
が
名
を
以
て
、
御
子
の
御
名
に
易
へ
む
と
欲
ふ
（
以
吾
名
、
欲
易
御
子
之
御
名
）

ⅱ
）
命
の
随
に
易
へ
奉
ら
む
（
随
命
易
奉
）

ⅲ
）
名
を
易
ふ
る
幣
を
献
ら
む
（
献
易
名
之
幣
）

　

ⅰ
は
、「
以
ａ
欲
易
ｂ
」
と
い
う
形
の
文
章
で
、
動
詞
「
易
」
を
軸
に
、「
ａ
吾
名
」
と
「
ｂ
御
子
之
御
名
」
と
を
結
ん
で
い
る
。
こ
の
文
型
は

『
古
事
記
』
に
他
例
が
無
い
が
、『
日
本
書
紀
』
に
は
次
の
類
例
を
見
る
。

伊
奘
諾
尊
恨
み
て
曰
は
く
、「
唯
一
児
を
以
ち
て
、
我
が
愛
し
き
妹
に
替
へ
つ
る
か
も
（
唯
以
一
児
、
替
我
愛
之
妹
者
乎
）」（「
神
代
紀
」
第

五
段
一
書
第
六
）

天
皇
に
献
り
て
曰
さ
く
、「
今
よ
り
以
後
、
是
の
土
物
を
以
ち
て
生
人
に
更
易
へ
（
以
是
土
物
更
易
生
人
）、
陵
墓
に
樹
て
て
、
後
葉
の
法

則
と
せ
む
」（「
垂
仁
紀
」
三
十
二
年
）

倭
の　

嗚
武
羅
の
岳
に　

鹿
猪
伏
す
と　

誰
か
こ
の
事　

大
前
に
奏
す
〈
一
本
に
、「
大
前
に
奏
す
」
を
以
ち
て
「
大
君
に
奏
す
」
に
易

ふ
。（
一
本
、
以
飫
裒
磨
陛
儞
麼
嗚
須
易
飫
裒
枳
弥
儞
麻
嗚
須
）〉（「
雄
略
紀
」
歌
謡
）

　
「
神
代
紀
」
の
例
は
「
ｂ
我
愛
之
妹
」
を
失
っ
て
「
ａ
一
児
」
が
残
っ
た
と
い
う
文
脈
、「
垂
仁
紀
」
の
例
は
「
ｂ
生
人
」
を
廃
止
し
て
「
ａ
土

物
」
を
採
用
す
べ
き
だ
と
い
う
提
案
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
以
ａ
替
・
更
易
ｂ
」
と
い
う
表
現
は
、
お
よ
そ
〔
ｂ
が
ａ
に
な
る
〕
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
一
方
「
雄
略
紀
」
歌
謡
は
、「
ａ
大
前
に
奏
す
」
の
箇
所
に
「
ｂ
大
君
に
奏
す
」
の
語
を
充
て
る
伝
え
も
あ
る
、
と
い
う
説
明
で
、〔
ａ

の
部
分
が
ｂ
に
な
っ
て
い
る
〕
本
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
る
と
「
以
ａ
替
・
更
易
・
易
ｂ
」
と
い
う
文
型
は
、〔
ｂ
が
ａ
に
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な
る
〕〔
ａ
が
ｂ
に
な
る
〕
と
い
う
両
義
を
表
し
得
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
仲
哀
記
」
当
該
伝
承
の
ⅰ
「
以
吾
名
、
欲
易

御
子
之
御
名
」
に
つ
い
て
も
、〔「
ｂ
御
子
之
御
名
」
が
「
ａ
吾
名
」
に
な
る
〕、
即
ち
太
子
が
大
神
の
名
を
貰
っ
て
改
名
す
る
意
（
上
掲
従
来
説

エ
に
該
当
）
と
、〔「
ａ
吾
名
」
が
「
ｂ
御
子
之
御
名
」
に
な
る
〕、
即
ち
大
神
が
太
子
の
名
を
貰
っ
て
改
名
す
る
意
（
従
来
説
ウ
）
と
の
、
二
通

り
の
解
釈
の
可
能
性
を
孕
む
も
の
で
あ
る
と
、
想
定
し
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　

な
お
、「
易
」
字
単
独
で
、「
交
換
」
の
意
（
上
述
し
た
「
相
易
」
と
同
義
）
を
表
す
例
も
認
め
ら
れ
る
。

　
「
我
、
兄
と
鉤
を
易
へ
て
、
其
の
鉤
を
失
ひ
き
（
我
、
与
兄
易
鉤
而
、
失
其
鉤
）」（「
神
代
記
」）

倭
建
命
、
河
よ
り
先
づ
上
り
、
出
雲
建
が
解
き
置
け
る
横
刀
を
取
り
佩
き
て
、
詔
ひ
し
く
、「
刀
を
易
へ
む
と
為
ふ
（
為
易
刀
）」（「
景
行

記
」）

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
「
以
吾
名
、
欲
易
御
子
之
御
名
」
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
「
以
吾
名
、
欲
相
易
御
子
之
御
名
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
場
合
と
同

義
に
解
し
得
る
と
す
れ
ば
、
吾
名
と
御
子
之
御
名
と
を
交
換
す
る
意
（
従
来
説
ア
・
イ
）
で
あ
る
可
能
性
も
残
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ⅰ
の
表
現

は
、
従
来
説
ア
〜
エ
い
ず
れ
に
も
解
釈
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
意
味
の
特
定
は
前
後
の
文
脈
理
解
に
委
ね
る
よ
り
ほ
か
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ⅱ
に
は
「
随
命
易
奉
」
と
あ
る
。
こ
の
「
奉
」
は
、
夢
の
中
で
大
神
と
対
話
を
し
て
い
る
建
内
宿
禰）

18
（

か
ら
、「
易
」
と
い
う
動
作
を
受
け
る
者

に
対
す
る
敬
語
で
あ
る
。
当
該
伝
承
で
は
、
宿
禰
の
太
子
に
対
す
る
行
為
と
し
て
「
仮
宮
を
造
り
て
、
坐
せ
き
」
と
あ
り
、
ま
た
宿
禰
は
大
神
に

対
し
て
も
「
恐
し
」
と
述
べ
て
、
太
子
・
大
神
の
ど
ち
ら
も
が
宿
禰
に
と
っ
て
敬
意
を
払
う
べ
き
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
「
奉
」

と
い
う
敬
語
の
対
象
者
、
即
ち
「
易
」
と
い
う
動
作
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
も
、
太
子
・
大
神
双
方
の
可
能
性
が
あ
り
、
ⅱ
の
表
現
か
ら
「
易

名
」
の
具
体
的
な
意
味
を
見
定
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　

ⅲ
は
、「
献
易
名
之
幣
」
と
い
う
大
神
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
易
」
の
目
的
語
と
し
て
「
名
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
大
神
は
、
先
に

「
以
吾
名
、
欲
易
御
子
之
御
名
」（
ⅰ
）
と
述
べ
、
神
自
身
の
名
に
つ
い
て
は
「
名
」、
太
子
の
名
に
つ
い
て
は
「
御
名
」
と
し
て
、
両
者
を
区
別

し
て
い
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
ⅲ
で
「
献
易
御
名
之
幣
」
で
は
な
く
「
献
易
名
之
幣
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
易
」
の
対
象
と
な
っ
た
名

が
、
太
子
で
は
な
く
大
神
自
身
の
名
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
と
、
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
神
は
、
こ
の
ⅲ
の
発
話
を
し
た
時
点
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で
、
既
に
自
身
の
名
が
「
易
」
さ
れ
た
と
い
う
経
験
を
済
ま
せ
て
お
り
、
そ
れ
を
受
け
て
、
太
子
に
幣
を
献
ろ
う
と
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
太
子
の
名
も
併
せ
て
改
変
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
大
神
の
名
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
変
化
が
あ
っ

た
こ
と
を
認
め
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
よ
っ
て
上
掲
従
来
諸
説
の
う
ち
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
古
事
記
』（
前
掲
書
注
14
）
に
代
表
さ
れ
る

エ
説
（
太
子
が
大
神
の
名
を
貰
っ
た
と
す
る
説
）
は
、
太
子
の
名
の
み
の
改
変
を
想
定
し
神
の
名
に
つ
い
て
は
変
化
を
認
め
な
い
点
で
、
こ
の

「
献
易
名
之
幣
」
と
い
う
表
現
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
だ
と
判
断
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
該
伝
承
に
は
「
易
名
」
の
結
果
が
明
記
さ
れ
ず
、
ま
た
解
釈
を
特
定
し
に
く
い
表
現
（
ⅰ
）
が
採
ら
れ
て
い
る
。
従
来
ア
〜

エ
四
通
り
の
解
釈
が
並
立
し
て
き
た
こ
と
は
、
当
該
伝
承
の
表
現
自
体
の
曖
昧
さ
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
ⅲ
の
考
察
に
述
べ
た

よ
う
に
、
少
な
く
と
も
大
神
の
名
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
そ
の
時
に
太
子
の
名
も
併
せ
て
変
更
さ
れ
た
の
か
ど

う
か
（
即
ち
大
神
と
太
子
と
が
名
を
交
換
し
た
の
か
ど
う
か
）
は
、
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
後
考
を
俟
つ
。　

三
、　「
入
鹿
魚
」
の
こ
と

　

さ
て
、
大
神
か
ら
「
名
を
易
ふ
る
幣
を
献
ら
む
」
と
い
う
申
し
出
を
受
け
た
太
子
が
、「
其
の
旦
に
浜
に
幸
行
し
」
た
と
こ
ろ
、
浜
は
「
鼻
を

毀
て
る
入
鹿
魚
、
既
に
一
浦
に
依
り
き
。」
と
い
う
様
子
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
従
来
説
は
多
く
「
易
名
」
と
い
う
行
為
を
重

視
し
て
、
角
鹿
に
お
け
る
太
子
の
一
連
の
経
験
を
、
成
人
式
で
あ
る
と
か
、
角
鹿
の
神
の
服
従
を
語
る
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
き
た
。
し
か
し

「
易
名
」
の
実
態
を
明
確
に
解
釈
し
難
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
伝
承
全
体
の
意
義
を
見
定
め
て
ゆ
く
立
論
は
、
そ
の
立
脚
点
に
揺
ら
ぎ
が

あ
る
。
当
該
伝
承
後
半
部
の
イ
ル
カ
の
件
は
、
そ
れ
が
「
名
を
易
ふ
る
幣
」
と
し
て
大
神
か
ら
献
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
点
で
、「
易
名
」
と
一

続
き
の
記
録
と
し
て
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、「
易
名
」
の
理
解
を
特
定
で
き
な
い
以
上
、
イ
ル
カ
を
献
じ
ら
れ
た
こ
と
そ
の

も
の
の
意
味
に
つ
い
て
単
独
で
考
察
す
る
試
み
も
、
為
さ
れ
て
良
い
と
考
え
る
。

　
「
鼻
を
毀
て
る
入
鹿
魚
」
に
つ
い
て
は
、
宣
長
が
「
悉
く
鼻
の
毀ヤ

ブ

れ
た
る
所ユ

ヱ以
は
、
大
神
の
既
に
捕ト

ら
し
め
て
献
り
給
ふ
由
な
り
、（
略
）
さ
る

は
古
ヘ
に
此
ノ
魚
を
捕ト

る
に
は
、
鼻
を
衝ツ

キ

て
ぞ
捕ト

リ

つ
ら
む
、
故
レ
鼻
の
毀ヤ

ブ

れ
て
は
あ
り
し
な
り
、」（『
古
事
記
伝
』）
と
注
し
て
以
来
、
一
般
に
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「
捕
獲
し
た
海
豚
の
意
」（『
日
本
古
典
文
学
大
系
古
事
記
・
祝
詞
』
前
掲
書
注
13
）
に
解
さ
れ
て
い
る）

19
（

。
こ
れ
に
従
え
ば
、
太
子
は
、
自
然
に
浜

へ
打
ち
あ
が
っ
た
イ
ル
カ
で
は
な
く
、
食
糧
と
す
る
た
め
に
意
図
的
に
捕
獲
さ
れ
た
イ
ル
カ
、
即
ち
ま
さ
に
「
御
食
の
魚
」
と
し
て
準
備
さ
れ
た

イ
ル
カ
を
、
大
神
か
ら
受
け
取
っ
た
の
だ
と
理
解
で
き
る
。

　

群
れ
を
な
し
て
回
遊
す
る
イ
ル
カ
を
、
食
用
や
脂
の
採
取
等
を
目
的
と
し
て
捕
獲
す
る
こ
と
は
、
縄
文
時
代
以
来
日
本
各
地
で
受
け
継
が
れ
て

き
た
、
海
辺
の
営
み
で
あ
っ
た
。
近
現
代
の
イ
ル
カ
漁
の
経
験
は
、

　
（
静
岡
県
川
奈
）
番
船
に
当
た
っ
た
船
は
午
前
三
時
ご
ろ
出
港
し
た
。（
略
）
日
の
出
の
こ
ろ
か
ら
午
前
九
時
ご
ろ
ま
で
に
、
群
れ
を
発
見

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

　
（
沖
縄
県
名
護
）
は
え
縄
漁
の
人
が
早
朝
網
を
あ
げ
に
行
っ
た
と
き
に
よ
く
発
見
し
た）

20
（

と
伝
え
、
太
子
が
「
其
の
旦
に
」
浜
に
幸
行
し
て
イ
ル
カ
を
見
つ
け
た
と
い
う
当
該
伝
承
の
記
述
に
符
合
す
る
。
ま
た
、
一
面
に
イ
ル
カ
の
依
っ

た
浦
の
様
子
は
「
其
の
入
鹿
魚
の
鼻
の
血
、
臰
し
。」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
イ
ル
カ
を
捕
獲
し
た
場
合
、
一
般
に
海
辺
で
す
ぐ
に
血
抜
き
を

し
、
そ
の
血
が
鼻
を
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
民
俗
生
活
が
記
憶
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
（
山
口
県
青
海
島
）「
沖
切
り
」
と
称
し
て
、
鯨
包
丁
と
呼
ぶ
独
特
の
刃
物
で
イ
ル
カ
の
頭
の
付
け
根
を
深
く
切
り
、
つ
い
で
腹
を
割
い
て

一
気
に
血
抜
き
を
す
る
。
イ
ル
カ
の
血
は
、
と
く
に
女
性
の
貧
血
や
産
後
に
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
た
の
で
、
茶
碗
を
持
ち
出
し
て
沖
切
り
を

し
て
い
る
男
に
頼
み
、
吹
き
出
す
血
を
そ
れ
に
う
け
て
来
る
と
い
う
光
景
が
よ
く
見
ら
れ
た
。
七
五
歳
の
女
性
の
談
で
は
、
若
い
頃
に
姑
が

持
っ
て
き
て
く
れ
た
イ
ル
カ
の
血
は
生
温
か
く
臭
い
の
で
、
鼻
を
つ
ま
ん
で
飲
ん
だ
が
、
確
か
に
効
い
た
と
い
う
。

　
（
沖
縄
県
）
名
護
で
ピ
ト
ゥ
を
捕
り
す
ぎ
る
と
、
宇
茂
佐
の
海
に
内
臓
や
頭
骨
が
流
れ
て
き
て
く
さ
か
っ
た
。
大
漁
の
時
の
城
の
部
落
は

く
さ
く
て
歩
け
な
か
っ
た
。（
前
掲
書
注
20
）

イ
ル
カ
の
群
れ
を
発
見
し
捕
獲
し
た
、
早
朝
の
浜
辺
の
興
奮
と
臭
気
は
、
角
鹿
に
お
け
る
太
子
の
体
験
と
、
千
年
以
上
の
時
を
隔
て
て
重
な
る
も

の
と
見
え
る
。

　

応
神
朝
の
頃
（
古
墳
時
代
中
期
か
）
あ
る
い
は
『
古
事
記
』
編
纂
時
前
後
の
イ
ル
カ
漁
に
つ
い
て
は
、
確
た
る
資
料
を
得
ら
れ
な
い
。
時
代
を
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大
き
く
遡
る
が
、
縄
文
時
代
の
イ
ル
カ
漁
を
伝
え
る
石
川
県
の
真
脇
遺
跡
で
は
、「
イ
ル
カ
骨
の
廃
棄
状
態
を
見
る
と
、
多
い
場
合
で
９
頭
、
ふ

つ
う
は
５
〜
６
頭
を
一
度
に
棄
て
て
」
い
る
と
報
告
が
あ
る
。
ま
た
、「
仕
留
め
ら
れ
た
イ
ル
カ
は
、
縄
文
人
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
の
大
き
い
獲

物
」
で
あ
り
、「
１
頭
で
約
１
７
０
人
前
」
の
食
肉
が
得
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る）

21
（

。
す
る
と
、
太
子
が
発
見
し
た
「
一
浦
に
依
り
き
」、
即
ち

浦
一
面
を
満
た
す
ほ
ど
の
イ
ル
カ
と
は
、
古
代
人
に
と
っ
て
、
実
生
活
の
経
験
を
遥
か
に
超
え
る
海
幸
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
動
力
船
が
導

入
さ
れ
た
現
代
に
お
い
て
も
、
大
量
の
イ
ル
カ
を
一
度
に
捕
獲
す
る
こ
と
は
、
莫
大
な
富
を
も
た
ら
す
大
事
業
で
あ
っ
た
。

　
（
静
岡
県
安
良
里
）
昭
和
二
四
年
一
二
月
の
漁
で
は
、
三
五
〇
〇
頭
以
上
の
捕
獲
が
あ
り
、
二
五
〇
〇
万
円
以
上
の
水
揚
げ
が
あ
っ
た
と

い
う
。
処
分
す
る
に
も
二
週
間
程
か
か
っ
た
。

　
（
長
崎
県
対
馬
）
昭
和
二
十
三
年
三
月
、
千
頭
を
超
え
る
海
豚
の
大
群
が
外
浅
茅
湾
に
入
り
込
み
、
尾
崎
、
今
里
、
加
志
の
三
集
落
が
総

出
し
て
捕
獲
し
た
海
豚
捕
り
で
は
、
捕
獲
作
業
に
数
十
日
を
費
や
し
、
数
百
頭
の
大
漁
捕
獲
を
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、（
略
）
そ
の
時
の
海

豚
収
入
で
そ
れ
ま
で
電
灯
の
無
点
灯
地
区
で
あ
っ
た
三
集
落
百
数
十
戸
の
初
の
電
灯
架
設
工
事
が
完
成
し
た
と
言
わ
れ
る
莫
大
な
収
益
で
あ

っ
た
。（
前
掲
書
注
20
）

こ
れ
ら
の
事
例
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
浦
一
面
の
イ
ル
カ
を
大
神
が
太
子
に
献
じ
た
こ
と
は
、
大
神
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
「
御
食
津
大
神
」
と

号
け
ら
れ
る
に
相
応
し
い
霊
威
の
発
現
で
あ
り
、
太
子
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
豊
富
な
海
幸
を
受
納
す
る
太
子
の
著
し
い
聖
性
を
証
し
て
い
る

と
、
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
し
て
、
角
鹿
で
イ
ル
カ
を
得
た
太
子
は
、
即
位
後
も
、
各
地
の
産
物
を
繰
り
返
し
献
じ
ら
れ
て
い
る
。

又
、
吉
野
の
国
主
等
（
略
）、
吉
野
の
白
檮
の
上
に
、
横
臼
を
作
り
て
、
其
の
横
臼
に
大
御
酒
を
醸
み
て
、
其
の
大
御
酒
を
献
り
し
時
に
、

口
鼓
を
撃
ち
て
、
伎
を
為
て
、
歌
ひ
て
曰
は
く
（
以
下
略
）

酒
を
醸
む
こ
と
を
知
れ
る
人
、
名
は
仁
番
、
亦
の
名
は
須
々
許
理
等
と
、
参
ゐ
渡
り
来
た
り
。
故
、
是
の
須
々
許
理
、
大
御
酒
を
醸
み
て
献

り
き
。（「
応
神
記
」）

こ
こ
に
、
海
（
角
鹿
の
大
神
）・
山
（
吉
野
の
国
主
）・
異
国
（
須
々
許
理
）
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
産
物
を
献
じ
ら
れ
る
、
応
神
の
姿
が
見
出
さ
れ
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る
。
応
神
朝
の
事
績
と
し
て
、「
此
の
御
世
に
、
海
部
・
山
部
・
山
守
部
・
伊
勢
部
を
定
め
賜
ひ
き
。」（「
応
神
記
」）
と
記
録
さ
れ
る
こ
と
も
、

各
地
の
産
物
を
受
納
す
る
と
い
う
、
応
神
の
御
世
の
特
徴
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
る）

22
（

。
そ
し
て
、
例
え
ば
崇
神
天
皇
が

是
に
、
初
め
て
男
の
弓
端
の
調
・
女
の
手
末
の
調
を
貢
ら
し
め
き
。
故
、
其
の
御
世
を
称
へ
て
、
初
国
を
知
ら
す
御
真
木
天
皇
と
謂
ふ
ぞ
。

（「
崇
神
記
」）

と
言
わ
れ
、「
初
国
を
知
ら
」
し
た
天
皇
で
あ
る
こ
と
の
具
体
的
な
証
明
が
、
男
女
双
方
か
ら
の
生
産
物
の
貢
納
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
れ
ば
、
応
神
の
場
合
も
、
海
・
山
・
異
国
か
ら
の
産
物
の
献
上
は
、
天
皇
と
し
て
の
応
神
の
治
め
る
世
界
が
、
海
・
山
・
そ
し
て
異
国

ま
で
広
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
意
義
を
持
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
太
子
は
、
出
生
後
初
め
て
自
ら
の
足
で
訪
れ
た
角
鹿
の

地
で
、
ま
さ
に
神
の
所
為
と
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
圧
倒
的
な
量
の
海
幸
を
献
じ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
即
位
後
の
国
主
や
須
々
許
理

の
所
伝
と
併
せ
見
る
時
、
海
・
山
・
異
国
ま
で
を
も
治
め
て
ゆ
く
天
皇
と
し
て
の
資
質
を
生
ま
れ
な
が
ら
に
保
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
、
見
事

に
顕
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

い
っ
た
い
に
、
食
物
の
授
受
と
い
う
こ
と
は
、『
古
事
記
』
に
広
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
上
巻
の
例
（
国
譲
り
の
時
の
櫛
八
玉
神
の

詞
章
等
）
は
、
す
べ
て
神
ど
う
し
の
行
為
で
あ
る
の
で
、
い
ま
中
・
下
巻
の
例
に
つ
い
て
、
そ
の
行
為
者
を
確
認
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

（
１
神
武
）
宇
沙
都
比
古
・
宇
沙
都
比
売
の
二
人
、
足
一
騰
宮
を
作
り
て
、
大
御
饗
を
献
り
き
。

（
２
神
武
）
其
の
弟
宇
迦
斯
が
献
れ
る
大
饗
は
、
悉
く
其
の
御
軍
に
賜
ひ
き
。

（
３
神
武
）
天
つ
神
御
子
の
命
以
て
、
饗
を
八
十
建
に
賜
ひ
き
。

（
４
垂
仁
）
岐
比
佐
都
美
、
青
葉
の
山
を
餝
り
て
、
其
の
河
下
に
立
て
、
大
御
食
を
献
ら
む
と
せ
し
時
に
（
以
下
略
）

（
５
景
行
）
大
御
食
を
献
り
し
時
に
、
其
の
美
夜
受
比
売
、
大
御
酒
盞
を
捧
げ
て
献
り
き
。

（
６
仲
哀
）
是
に
、
還
り
上
り
坐
し
し
時
に
、
其
の
御
祖
息
長
帯
日
売
命
、
待
酒
を
醸
み
て
献
り
き
。

（
７
応
神
）
大
御
饗
を
献
り
し
時
に
、
其
の
女
矢
河
枝
比
売
命
に
大
御
酒
盞
を
取
ら
し
め
て
、
献
り
き
。

（
８
応
神
）
天
皇
、
豊
明
を
聞
し
看
す
日
に
、
髪
長
比
売
に
大
御
酒
の
柏
を
握
ら
し
め
、
其
の
太
子
に
賜
ひ
き
。
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（
９
応
神
）
吉
野
の
国
主
等
、（
略
）
大
御
酒
を
醸
み
て
、
其
の
大
御
酒
を
献
り
し
時
に
（
以
下
略
）

（
10
応
神
）
是
の
須
々
許
理
、
大
御
酒
を
醸
み
て
献
り
き
。

（
11
応
神
崩
御
後
）
海
人
、
大
贄
を
貢
り
き
。

（
12
応
神
）
其
の
嬢
子
、
常
に
種
々
の
珍
味
を
設
け
て
、
恒
に
其
の
夫
に
食
ま
し
め
き
。

（
13
仁
徳
）
黒
日
売
、
其
の
国
の
山
方
の
地
に
大
坐
さ
し
め
て
、
大
御
飯
を
献
り
き
。

（
14
仁
徳
）
是
の
船
を
以
て
、
旦
夕
に
淡
道
島
の
寒
泉
を
酌
み
て
、
大
御
水
を
献
り
き
。

（
15
履
中
）
共
に
飲
む
時
に
、
面
を
隠
す
大
鋺
に
、
其
の
進
む
る
酒
を
盛
り
き
。

（
16
雄
略
）
豊
楽
を
為
し
時
に
、
伊
勢
国
の
三
重
の
婇
、
大
御
盞
を
指
し
挙
げ
て
献
り
き
。

（
17
雄
略
）
春
日
の
袁
杼
比
売
が
大
御
酒
を
献
り
し
時
に
、
天
皇
の
歌
ひ
て
曰
は
く
（
以
下
略
）

概
観
す
る
と
、
人
が
神
（
も
し
く
は
本
牟
智
和
気
か
）
に
食
物
を
献
じ
た
４
を
除
き
、『
古
事
記
』
中
・
下
巻
の
食
物
の
授
受
は
、
す
べ
て
人
か

ら
人
に
対
し
て
為
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天
皇
・
太
子
に
食
物
を
渡
す
例
が
大
半
を
占
め
（
１
２
５
６
７
８
９
10 

11  

13 

14  

16 

17
）、
そ
の
ほ
と
ん

ど
の
場
合
（
８
以
外
）
に
「
た
て
ま
つ
る
」
と
い
う
謙
譲
語
（「
献
」・「
貢
」）
が
用
い
ら
れ
て
、
天
皇
・
太
子
に
食
物
を
渡
す
こ
と
は
、
目
下
の

者
が
天
皇
・
太
子
を
尊
貴
な
存
在
と
し
て
称
え
る
意
味
を
持
つ
行
為
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
す
る
と
、
伊
奢
沙
和
気
大
神
が
「
幣
を
献
ら
む
」

と
述
べ
て
太
子
に
イ
ル
カ
を
依
せ
た
こ
と
は
、
太
子
に
対
し
て
食
物
を
献
じ
謙
る
態
度
を
示
し
て
い
る
点
で
は
、
上
掲
諸
例
に
通
じ
る
が
、
そ
の

献
じ
た
行
為
者
が
「
大
神
」
で
あ
る
点
で
は
特
殊
な
事
例
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
イ
ル
カ
の
も
た
ら
す
幸
は
海
辺
の
村
に

と
っ
て
甚
だ
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
イ
ル
カ
の
湾
入
に
神
の
意
志
を
見
よ
う
と
す
る
心
意
が
発
生
す
る
こ
と
は
、
例
え
ば
イ
ル
カ
を
ユ
イ

モ
ン
（
寄
り
物
）
と
捉
え
る
沖
縄
の
民
俗
に
そ
の
顕
著
な
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
前
掲
書
注
20
）、『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、
神
が
天

皇
や
太
子
に
食
物
を
献
じ
る
こ
と
は
、
異
例
な
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。　

　

一
方
、
イ
ル
カ
を
発
見
し
た
太
子
は
、
大
神
に
対
し
て
、「
我
に
御
食
の
魚
を
給
へ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。「
給
ふ
」
の
語
は
、
目
上
の
者
が
目

下
の
者
に
物
品
を
与
え
る
意
の
尊
敬
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
イ
ル
カ
を
与
え
て
く
れ
た
大
神
を
太
子
が
尊
ん
で
い
る
様
子
が
認
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め
ら
れ
る
。
上
掲
し
た
、
天
皇
・
太
子
が
食
物
を
献
じ
ら
れ
る
諸
例
の
う
ち
、
献
上
者
に
対
し
て
天
皇
・
太
子
が
「
給
へ
り
」
等
と
述
べ
、
敬
意

や
謝
意
を
は
っ
き
り
と
表
し
た
例
は
無
い
。
す
る
と
角
鹿
の
伝
承
は
、「
大
神
」
が
太
子
に
対
し
て
イ
ル
カ
を
献
っ
た
だ
け
で
な
く
、
太
子
は
そ

れ
を
大
神
か
ら
「
給
」
わ
っ
た
も
の
だ
と
理
解
し
て
、
食
物
の
授
与
者
と
受
納
者
と
が
、
互
い
に
相
手
を
敬
う
べ
き
存
在
と
し
て
認
め
合
っ
て
い

る
点
に
も
、
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
。

四
、　
神
と
天
皇
─
ま
と
め
に
か
え
て
─

　
『
古
事
記
』
中
巻
は
、
従
来
多
く
、
天
皇
が
神
と
の
か
か
わ
り
を
保
つ
御
代
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

中
巻
に
お
け
る
「
人
の
代
」
の
物
語
は
、
ま
だ
神
と
人
と
の
交
渉
が
極
め
て
深
く
、
人
が
神
々
か
ら
十
分
解
放
さ
れ
て
い
な
い
、
言
わ
ば
神

話
的
、
宗
教
的
な
色
彩
に
富
ん
で
い
る
物
語
が
多
い
。（
倉
野
憲
司
、
前
掲
書
注
13
）

中
巻
で
は
（
略
）
各
天
皇
は
神
と
深
い
関
係
に
あ
っ
て
、
神
の
啓
示
に
よ
っ
て
政
治
を
行
う
と
い
う
体
質
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。（
西

宮
一
民
、
前
掲
書
注
５
）

神
威
か
ら
自
立
し
得
ぬ
人
間
の
時
代
が
中
巻
の
時
代
で
あ
り
、
神
威
に
よ
っ
て
王
権
の
根
源
の
地
が
定
ま
り
外
延
が
極
限
ま
で
拡
大
し
た
こ

と
を
語
る
の
が
中
巻
な
の
で
あ
っ
た
。（
金
井
清
一）

23
（

）

角
鹿
の
伝
承
も
、
太
子
と
伊
奢
沙
和
気
大
神
と
の
交
流
を
伝
え
る
点
で
、
お
よ
そ
こ
れ
ら
の
指
摘
の
う
ち
に
収
ま
る
も
の
と
考
え
る
が
、
両
者
の

関
わ
り
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
な
考
察
を
試
み
、
ま
と
め
に
代
え
た
い
。　

　

中
巻
に
お
け
る
、
神
と
天
皇
と
の
交
渉
は
、
ま
ず
「
神
武
記
」
に
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
傾
向
を
認
め
る
。
す
な
わ
ち
、
神
武
天
皇
が
東
征
の

途
次
に
遭
遇
し
た
国
つ
神
の
槁
根
津
日
子
・
石
押
分
之
子
、
天
に
あ
っ
て
東
征
を
助
け
る
天
照
大
神
・
高
木
神
・
建
御
雷
神
、
さ
ら
に
天
降
っ
た

邇
芸
速
日
命
は
、
天
皇
に
対
し
て
抗
う
こ
と
な
く
、
初
め
か
ら
天
皇
を
補
佐
す
る
意
思
を
持
ち
、
自
ら
進
ん
で
帰
順
し
て
い
る
。

（
18
神
武
）
亀
の
甲
に
乗
り
て
釣
を
為
つ
つ
打
ち
羽
挙
り
来
る
人
（
略
）、「
僕
は
、
国
つ
神
ぞ
」（
略
）「
仕
へ
奉
ら
む
」
と
ま
を
し
き
。

（
19
神
武
）「
天
照
大
神
・
高
木
神
の
二
柱
の
神
の
命
以
て
（
略
）、「
汝
建
御
雷
神
、
降
る
べ
し
」
と
の
り
た
ま
ふ
。」



─ 91─

（
20
神
武
）「
僕
は
、
国
つ
神
、
名
は
石
押
分
之
子
と
謂
ふ
。（
略
）
参
ゐ
向
へ
た
ら
く
の
み
」
と
ま
を
し
き
。

（
21
神
武
）
邇
芸
速
日
命
、
参
ゐ
赴
き
て
（
略
）、
即
ち
天
津
瑞
を
献
り
て
、
仕
へ
奉
り
き
。

こ
れ
に
対
し
、
神
武
以
後
の
神
は
、
多
く
、
荒
ぶ
る
神
と
し
て
言
向
け
ら
れ
征
伐
さ
れ
る
、

（
22
神
武
）
其
の
熊
野
の
山
の
荒
ぶ
る
神
、
自
ら
皆
切
り
仆
さ
え
き
。（
略
）
如
此
荒
ぶ
る
神
等
を
言
向
け
平
げ
和
し
、
伏
は
ぬ
人
等
を
退
け
撥

ひ
て
、
畝
火
の
白
檮
原
宮
に
坐
し
て
、
天
の
下
を
治
め
き
。

（
23
景
行
）
小
碓
命
は
、
東
西
の
荒
ぶ
る
神
と
伏
は
ぬ
人
等
と
を
平
げ
き
。（
略
）
然
く
し
て
、
還
り
上
る
時
に
、
山
の
神
・
河
の
神
と
穴
戸
神

と
を
皆
言
向
け
和
し
て
、
参
ゐ
上
り
き
。（
以
下
、「
山
河
の
荒
ぶ
る
神
」
や
「
坂
の
神
」
を
言
向
け
、
打
ち
殺
す
。）

あ
る
い
は
、
天
皇
・
御
子
の
安
寧
を
阻
害
し
、
祭
祀
を
受
け
た
後
に
鎮
ま
る
、
と
い
っ
た
性
格
を
示
す
。

（
24
崇
神
）
此
の
天
皇
の
御
世
に
、
役
病
多
た
起
り
て
、
人
民
尽
き
む
と
為
き
。（
略
）
即
ち
意
富
多
々
泥
古
命
を
以
て
、
神
主
と
為
て
、
御
諸

山
に
し
て
、
意
富
美
和
之
大
神
の
前
を
拝
み
祭
り
き
。（
略
）
此
に
因
り
て
、
役
の
気
、
悉
く
息
み
、
国
家
、
安
ら
け
く
平
け
し
。

（
25
垂
仁
）
御
子
、
八
拳
鬚
の
心
前
に
至
る
ま
で
、
真
事
と
は
ず
。（
略
）
ふ
と
ま
に
に
占
相
ひ
て
、
何
れ
の
神
の
心
ぞ
と
求
め
し
に
、
爾
の
祟

り
は
、
出
雲
大
神
の
御
心
な
り
き
。　
（
略
）
是
に
、
覆
奏
し
て
言
ひ
し
く
、「
大
神
を
拝
み
し
に
因
り
て
、
大
御
子
、
物
詔
ひ
き
。」

（
26
景
行
）
走
水
海
を
渡
り
し
時
に
、
其
の
渡
の
神
、
浪
を
興
し
、
船
を
廻
せ
ば
、
進
み
渡
る
こ
と
得
ず
。
爾
く
し
て
、
其
の
后
（
略
）、
波
の

上
に
敷
き
て
、
其
の
上
に
下
り
坐
し
き
。
是
に
、
其
の
暴
浪
、
自
ら
伏
ぎ
て
、
御
船
、
進
む
こ
と
得
た
り
。

ま
た
、
も
し
対
応
を
誤
れ
ば
、
神
々
は
倭
建
命
を
或
わ
し
、
仲
哀
天
皇
の
命
を
奪
う
と
い
う
、
強
烈
な
霊
力
を
顕
示
す
る
。

（
27
景
行
）
是
に
、
大
氷
雨
を
零
し
て
、
倭
建
命
を
打
ち
或
は
し
き
〈
此
の
白
き
猪
と
化
れ
る
は
、
其
の
神
の
使
者
に
非
ず
し
て
、
其
の
神
の
正

身
に
当
た
れ
り
。
言
挙
せ
し
に
因
り
て
惑
は
さ
え
し
ぞ
〉。

（
28
仲
哀
）
天
皇
、（
略
）
御
琴
を
押
し
退
け
、
控
か
ず
し
て
、
黙
し
坐
し
き
。
爾
く
し
て
、
其
の
神
、
大
き
に
忿
り
て
詔
ひ
し
く
、「（
略
）
汝

は
、
一
道
に
向
へ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。（
略
）
即
ち
火
を
挙
げ
て
見
れ
ば
、
即
に
崩
り
ま
し
訖
り
ぬ
。

神
功
皇
后
が
こ
の
後
新
羅
親
征
に
成
功
し
た
こ
と
は
、
ま
ず
神
の
欲
求
に
従
っ
た
結
果
で
あ
り
、
無
条
件
に
天
皇
を
支
え
る
「
神
武
記
」
18
〜
21
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の
神
々
の
姿
と
は
、
そ
の
質
を
異
に
す
る
と
見
え
る
。

（
29
仲
哀
）「
天
神
・
地
祇
と
、
亦
、
山
の
神
と
河
・
海
の
諸
の
神
と
に
、
悉
く
幣
帛
を
奉
り
、
我
が
御
魂
を
船
の
上
に
坐
せ
て
（
略
）
度
る
べ

し
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
備
さ
に
教
へ
覚
し
し
が
如
く
、
軍
を
整
へ
船
を
双
べ
て
、
度
り
幸
し
し
時
に
、（
略
）
順
風
、
大
き
に
起

り
、
御
船
、
浪
に
従
ひ
き
。

　

以
上
を
概
観
す
る
と
、
神
功
皇
后
以
前
に
現
れ
る
神
々
は
、
Ⓐ
自
ら
天
皇
に
帰
順
す
る
（
18
〜
21
）、
Ⓑ
言
向
け
ら
れ
征
伐
さ
れ
る
（
22 

23
）、

ⓒ
要
求
し
た
祭
祀
の
達
成
後
に
鎮
ま
り
あ
る
い
は
助
力
す
る
（
24 

25 

26 

29
）、
Ⓓ
厳
し
い
威
力
を
突
き
つ
け
る
（
27 

28
）、
と
い
っ
た
特
徴
を
持

つ）
24
（

。
Ⓐ
Ⓑ
は
、
自
発
的
な
帰
順
で
あ
る
か
征
伐
さ
れ
る
か
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
結
果
的
に
天
皇
の
意
思
に
神
々
が
従
っ
た
事
例
で
あ
り
、
天

皇
の
方
が
神
に
対
し
て
優
位
な
力
関
係
を
示
し
て
い
る
。
対
し
て
Ⓒ
Ⓓ
は
、
神
の
意
思
に
沿
っ
て
天
皇
が
祭
祀
を
行
う
必
要
に
迫
ら
れ
、
あ
る
場

合
に
は
命
を
奪
わ
れ
る
点
で
、
神
の
側
に
優
位
性
が
あ
る
と
見
え
る
。
神
功
皇
后
以
前
に
お
い
て
神
と
天
皇
と
が
接
触
を
持
つ
場
合
、
必
ず
そ
の

両
者
の
立
場
に
は
上
下
の
差
別
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、「
仲
哀
記
」
末
尾
に
記
さ
れ
た
角
鹿
の
大
神
と
太
子
と
は
、
Ⓐ
〜
Ⓓ
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
特
殊
な
関
係
を
築
い
て
い
る
。

即
ち
、
大
神
が
自
ら
の
欲
求
を
告
げ
る
点
は
上
掲
24 
25 
29
の
諸
例
に
同
じ
い
が
、
伊
奢
沙
和
気
大
神
は
、
役
病
を
流
行
ら
せ
（
24
）、
御
子
の
言

葉
を
奪
い
（
25
）、
仲
哀
天
皇
を
死
に
至
ら
し
め
る
（
28
）
と
い
っ
た
災
厄
を
及
ぼ
さ
ず
、
た
だ
名
を
易
え
た
い
と
申
し
出
て
い
て
、
こ
の
よ
う

な
神
の
姿
は
他
に
類
を
見
な
い
。
ま
た
、
神
か
ら
の
食
物
の
献
上
と
い
う
こ
と
は
当
該
伝
承
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
（
前
章
参
照
）
が
、
伊
奢
沙

和
気
大
神
が
「
名
を
易
ふ
る
幣
を
献
ら
む
」
と
述
べ
た
こ
と
は
、
土
地
の
神
が
自
ら
天
皇
に
謙
っ
て
い
る
点
で
は
、
18 

20
の
国
つ
神
の
態
度
に
通

じ
る
も
の
で
あ
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
帰
順
を
承
諾
し
た
神
々
に
対
し
て
天
皇
が
敬
意
を
表
す
例
は
無
く
、
伊
奢
沙
和
気
大
神
に
「
御
食
の

魚
を
給
へ
り
」
と
述
べ
た
太
子
の
態
度
は
異
例
で
あ
る
。
神
功
皇
后
以
前
に
お
い
て
は
、
神
と
天
皇
と
の
立
場
に
上
下
の
別
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い

た
の
に
対
し
、
伊
奢
沙
和
気
大
神
と
太
子
と
は
、
互
い
に
「
献
」「
給
」
の
語
に
よ
っ
て
相
手
を
敬
い
合
う
と
い
う
、
対
等
な
関
係
を
築
い
て
い

る）
25
（

。

　

そ
し
て
「
仲
哀
記
」
以
後
、
天
皇
と
神
と
が
直
接
対
峙
す
る
の
は
、「
雄
略
記
」
の
、
一
言
主
大
神
の
場
面
で
あ
る
。
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天
皇
の
葛
城
山
に
登
り
幸
し
し
時
に
、（
略
）
向
へ
る
山
の
尾
よ
り
、
山
の
上
に
登
る
人
有
り
。（
略
）「
吾
は
、
悪
し
き
事
な
り
と
も
一

言
、
善
き
事
な
り
と
も
一
言
、
言
ひ
離
つ
神
、
葛
城
之
一
言
主
之
大
神
ぞ
」
と
い
ひ
き
。
天
皇
、
是
に
、
惶
り
畏
み
て
白
さ
く
、「
恐
し
、

我
が
大
神
。
う
つ
し
お
み
に
有
れ
ば
、
覚
ら
ず
」
と
、
白
し
て
、
大
御
刀
と
弓
矢
と
を
始
め
て
、
百
官
の
人
等
が
服
た
る
衣
服
を
脱
か
し
め

て
、
拝
み
献
り
き
（
拝
献
）。
爾
く
し
て
、
其
の
一
言
主
大
神
、
手
打
ち
て
其
の
奉
り
物
を
受
け
き
。
故
、
天
皇
の
還
り
幸
す
時
に
、
其
の

大
神
、
山
の
末
を
満
て
て
、
長
谷
の
山
口
に
送
り
奉
り
き
（
於
長
谷
山
口
送
奉
）。

こ
こ
で
は
、
山
中
に
出
会
っ
た
行
列
が
一
言
主
大
神
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
天
皇
が
、
大
神
を
「
恐
し
」「
拝
み
献
り
き
」
と
敬
う
の
に
対
し
、

大
神
の
側
も
、
還
幸
す
る
天
皇
を
「
送
り
奉
」
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
大
神
と
天
皇
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
が
、
ど
ち
ら
も
「
献
」「
奉
」
と
い

う
、
相
手
に
対
す
る
敬
語
表
現
を
用
い
て
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
角
鹿
の
伊
奢
沙
和
気
大
神
と
太
子
と
が
、
互
い
に
「
献
」「
給
」
の
言
葉

を
贈
り
合
っ
た
こ
と
と
、
事
情
を
同
じ
く
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
神
と
天
皇
（
太
子
）
と
が
、
立
場
に
優
劣
の
別
を
設
け
ず
対
等
な
交
流
を
持

つ
こ
と）

26
（

は
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
応
神
の
角
鹿
の
伝
承
を
孤
例
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
応
神
に
始
ま
っ
て
下
巻
の
雄
略
へ
と
引
き
続
い
て

ゆ
く
、
神
と
天
皇
と
の
新
た
な
関
係
性
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
伊
奢
沙
和
気
大
神
の
伝
承
は
、
そ
の
前
半
部
に
あ
た
る
「
易
名
」
の
解

釈
に
不
明
瞭
な
部
分
を
残
し
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
、
豊
富
な
海
幸
の
貢
納
を
受
け
る
応
神
の
聖
性
を
海
の
香
り
強
く
証
す
る
と
共
に
、
神
と

天
皇
と
の
関
係
が
応
神
の
御
世
に
至
っ
て
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。

注（
1
） 

塚
口
義
信
「『
日
本
書
紀
』
応
神
天
皇
即
位
前
紀
の
「
一
云
」
に
つ
い
て
」
古
代
文
化
23
│
11
一
九
七
一
年
（
同
著
『
神
功
皇
后
伝
説
の
研
究
』
創
元

社
一
九
八
〇
年
再
録
）

（
2
） 

三
品
彰
英
『
三
品
彰
英
論
文
集
（
四
）
増
補
日
鮮
神
話
伝
説
の
研
究
』
平
凡
社
一
九
七
二
年

（
3
） 

阪
下
圭
八
「
魚
と
名
を
易
え
た
話
」
月
刊
百
科
275
一
九
八
五
年



─ 94─

（
4
） 

岡
田
精
司
「
継
体
天
皇
の
出
自
と
そ
の
背
景
」
日
本
史
研
究
128
一
九
七
二
年
、
倉
塚
曄
子
「
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
の
物
語
（
上
）」
文
学
42
│
8
一

九
七
四
年
、
伊
野
部
重
一
郎
「
応
神
天
皇
と
気
比
大
神
の
名
前
交
換
伝
承
に
つ
い
て
」
神
道
学
115
一
九
八
二
年
（
同
著
『
記
紀
と
古
代
伝
承
』
吉
川
弘
文

館
一
九
八
六
年
再
録
）、
尾
崎
知
光
「
気
比
大
神
の
名
易
の
物
語
」『
国
語
国
文
学
論
叢
』
群
書
一
九
八
八
年
所
収
、
前
川
治
「『
古
事
記
』
仲
哀
天
皇

段
の
「
名
易
え
」
説
話
」
花
園
大
学
国
文
学
論
究
25
一
九
九
七
年
等
。

（
5
） 

西
宮
一
民
『
日
本
古
典
集
成
古
事
記
』
新
潮
社
一
九
七
九
年

（
6
） 

青
木
紀
元
「
角
鹿
・
気
比
」
福
井
大
学
国
語
国
文
学
21
一
九
七
九
年

（
7
） 

藤
澤
友
祥
「
気
比
の
大
神
」
古
代
研
究
41
二
〇
〇
八
年

（
8
） 

伊
東
肇
「
角
鹿
・
若
狭
の
物
語
」
立
教
高
等
学
校
研
究
紀
要
10
一
九
七
九
年

（
9
） 

次
田
潤
『
古
事
記
新
講
』
明
治
書
院
一
九
四
二
年
（
修
正
三
十
七
版
）

（
10
） 

三
品
彰
英
前
掲
書
注
2
、
岡
田
精
司
前
掲
論
注
4
、
青
木
和
夫
・
石
母
田
正
・
小
林
芳
規
・
佐
伯
有
清
『
日
本
思
想
大
系
古
事
記
』
岩
波
書
店
一
九
八

二
年
、
伊
野
部
重
一
郎
前
掲
論
注
４
、
橋
本
雅
之
「
夢
に
顕
れ
る
神
」
大
美
和
108
二
〇
〇
五
年
、
青
山
千
紘
「『
古
事
記
』
気
比
大
神
の
「
易
名
」
考
」

国
文
112
二
〇
〇
九
年
等
。

（
11
） 

な
お
、
阪
下
説
以
前
に
「
名な

」
と
「
魚な

」
が
同
音
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
論
に
、
吉
井
巌
「
応
神
天
皇
の
周
辺
」『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
（
一
）』
塙

書
房
一
九
六
七
年
所
収
、
三
品
彰
英
前
掲
書
注
2
が
あ
る
。
ま
た
西
郷
信
綱
は
、
阪
下
説
を
示
し
た
上
で
「
こ
の
神
が
名
を
易
え
た
し
と
告
げ
た
の
は

実
は
御
食
の
魚
を
く
れ
る
と
の
意
に
他
な
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
る
が
、
魚
と
名
の
「
交
換
」
と
い
う
理
解
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
（『
古
事
記
注
釈

（
三
）』
平
凡
社
一
九
八
八
年
）。　
　

（
12
） 

大
久
間
喜
一
郎
「
仲
哀
天
皇
記
の
構
成
」
明
治
大
学
教
養
論
集
268
一
九
九
四
年

（
13
） 

倉
野
憲
司
『
日
本
古
典
文
学
大
系
古
事
記
・
祝
詞
』
岩
波
書
店
一
九
五
八
年

（
14
） 

山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
古
事
記
』
小
学
館
一
九
九
七
年

（
15
） 

神
田
秀
夫
・
太
田
善
麿
『
日
本
古
典
全
書
古
事
記
（
下
）』
朝
日
新
聞
社
一
九
六
三
年
、
塚
口
義
信
前
掲
論
注
１
、
荻
原
浅
男
・
鴻
巣
隼
雄
『
日
本
古

典
文
学
全
集
古
事
記
・
上
代
歌
謡
』
小
学
館
一
九
七
三
年
、
倉
塚
曄
子
前
掲
論
注
4
、
伊
東
肇
前
掲
論
注
８
、
次
田
真
幸
『
古
事
記
（
中
）』
講
談
社

一
九
八
〇
年
、
尾
崎
知
光
前
掲
論
注
4
、
前
川
治
前
掲
論
注
4
、
藤
澤
友
祥
前
掲
論
注
7
等
。

（
16
） 

伊
耶
＝
「
開
化
記
」
に
「
伊
耶
河
」、「
応
神
記
」
歌
謡
に
「
伊
耶
古
杼
母
」・「
伊
耶
佐
佐
婆
」。

 

伊
奢
＝
「
景
行
記
」
に
「
伊
奢
合
刀
」、「
仲
哀
記
」
歌
謡
に
「
伊
奢
阿
芸
」。
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（
17
） 

「
和
気
」
＝
建
豊
波
豆
羅
和
気
王
、
品
牟
都
和
気
命
、
大
帯
日
子
淤
斯
呂
和
気
命
、
大
鞆
和
気
命
等
。　
　

 
「
別
」
＝
速
総
別
命
、
水
歯
別
命
、
市
辺
忍
歯
別
王
、
袁
祁
之
石
巣
別
命
等
。

 
な
お
、
大
江
之
伊
耶
本
和
気
命
＝
伊
弉
本
別
王
等
、
同
一
人
物
が
和
気
・
別
両
用
に
書
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。

（
18
） 

従
来
、「
夜
の
夢
に
見
え
て
云
ひ
し
く
（
見
於
夜
夢
云
）」
と
書
か
れ
て
い
て
、「
御
夢
」
と
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
子
で
は
な
く
建
内

宿
禰
の
見
た
夢
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
宣
長
『
古
事
記
伝
』、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
古
事
記
』
前
掲
書
注
14
等
）。

（
19
） 

他
、
中
島
悦
次
『
古
事
記
評
釈
』
山
海
堂
出
版
部
一
九
三
〇
年
、
次
田
潤
『
古
事
記
新
講
』
前
掲
書
注
9
、『
日
本
古
典
全
書
古
事
記
』
前
掲
書
注
15
、

尾
崎
暢
殃
『
古
事
記
全
講
』
加
藤
中
道
館
一
九
六
六
年
、『
日
本
思
想
大
系
古
事
記
』
前
掲
書
注
10
等
に
も
、
お
よ
そ
同
様
の
説
を
見
る
。

（
20
） 

谷
川
健
一
編
『
日
本
民
俗
文
化
資
料
集
成
（
十
八
）
鯨
・
イ
ル
カ
の
民
俗
』
三
一
書
房
一
九
九
七
年

（
21
） 

真
脇
遺
跡
縄
文
館
編
『
新
図
説
真
脇
遺
跡
』
能
登
町
教
育
委
員
会
二
〇
一
三
年

（
22
） 

部
の
設
置
と
「
応
神
記
」
諸
伝
承
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
古
事
記
』（
前
掲
書
注
14
）
は
「
四
つ
の
部
が
あ
る
が
、「
伊

勢
部
」
は
伊
勢
の
海
部
を
い
う
の
だ
か
ら
、
結
局
、
山
と
海
と
大
き
く
二
つ
に
な
る
。（
略
）
天
皇
の
世
界
の
制
度
化
が
こ
こ
で
完
成
さ
れ
る
。
そ
の

証
と
し
て
吉
野
の
国
主
と
海
人
と
の
大
贄
の
話
が
あ
る
。」
と
注
す
る
が
、
海
人
の
大
贄
の
話
は
応
神
崩
御
後
の
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
大
雀
命
と
宇

遅
能
和
紀
郎
子
と
は
互
い
に
譲
り
合
い
、
そ
の
大
贄
を
受
納
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
海
と
関
わ
る
応
神
の
事
績
は
、
太
子
時
代
の
角
鹿
の
伝
承
に
求

め
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

（
23
） 

金
井
清
一
「
上
・
中
・
下
巻
の
構
成
と
意
味
」
歴
史
読
本
二
〇
〇
六
年
九
月
号

（
24
） 

な
お
「
仲
哀
記
」
歌
謡
に
「
少
御
神
」
が
見
え
る
が
、
少
御
神
と
太
子
と
が
直
接
対
峙
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
本
論
18
〜
29
に
挙
げ
た
諸
例
と
は

異
質
な
も
の
と
認
め
、
例
外
と
す
る
。

（
25
） 

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
該
伝
承
の
意
義
を
、
太
子
に
対
す
る
大
神
の
服
従
と
し
て
解
す
る
説
が
あ
る
。
し
か
し
太
子
の
述
べ
た
「
給
へ
り
」
の

語
に
は
、
大
神
に
対
す
る
敬
意
が
含
ま
れ
、
服
属
し
た
相
手
に
対
す
る
返
答
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
食
物
の
授
受
を
語
る
『
古
事
記
』
の

他
例
と
は
異
な
り
、
太
子
と
大
神
と
が
互
い
に
敬
意
を
以
て
対
峙
す
る
、
対
等
な
関
係
と
し
て
読
む
べ
き
だ
と
考
え
る
。

（
26
） 

「
雄
略
記
」
一
言
主
大
神
条
に
つ
い
て
は
、
既
に
毛
利
正
守
「「
う
つ
し
お
み
」
と
「
う
つ
せ
み
・
う
つ
そ
み
」
考
」（『
萬
葉
語
文
研
究
（
十
）』
和
泉

書
院
二
〇
一
四
年
）
に
、「
天
皇
の
ほ
う
に
、
一
言
主
大
神
に
対
し
て
「
白
し
て
」「
拝
み
献
り
き
」
と
い
っ
た
謙
譲
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
一

方
、「
長
谷
の
山
口
に
送
り
奉
り
き
」
と
一
言
主
大
神
の
ほ
う
に
も
天
皇
に
対
し
て
謙
譲
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
て
、
両
者
が
対
等
な
か
た
ち
で
話
し

の
終
末
を
迎
え
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。


